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現在、2019 年度に向けた診療報酬と介護報酬同時改定の結果を受け、第 7次医療計画・第 7期介護 

保険事業（支援）計画・第 3期医療費適正化計画も策定されることから、今後の医療・医療・福祉分野

の在り方にも大きな節目となる。 

2006 年（H18）の介護保険法改正から、神戸市ではあんしんすこやかセンター（地域包括支援センタ 

ー）に見守り推進員が配置され、2015 年（H27）4月からは介護保険法での地域包括ケアシステムの構

築から、地域支援事業の一つとして生活支援サービスの充実や強化として見守り活動も重点項目とな 

った。同年 10月、神戸市は従来の「見守り推進員」を「地域支え合い推進員」に名称を変えながら、 

独自の高齢者の見守り活動支援を継続強化している。「地域支え合い推進員」を介護保険制度での位置 

づけとしているため、このたびの介護保険事業計画の策定に伴い、「地域支え合い推進員」の活動目標 

や方向性がどうなるのか、今後とも目が離せない状況である。本研究では、筆者が阪神淡路大震災で 

経験してきた生活支援員業務が、どのように生活援助員業務として推移し今後どのように要支援者の 

見守り活動が実施すべきかを業務マニュアルを通して論述する。 

 

1. はじめに 

1.1 研究の背景 

2018 年４月から実施される診療報酬と介護報酬の改定は、2016 年 4月から 6年ぶりの同時改定とな

る。前回では医療・介護総合推進法（「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関

係法律の整備に関する法律」2014 年(H26 年)6 月 18 日成立）も成立し、介護分野では地域支援事業の一

つである生活支援サービスの充実や強化を図るものとして、地域での「見守り」が挙げられた。 

 1995 年に発生した阪神・淡路大震災において、自宅を失った被災者である高齢者障がい者を対象とし

た神戸市地域型仮設住宅生活支援員（LSA）の活動は、高齢化社会に向けた地域の見守り体制の先駆的

な取り組みとなったという経緯がある。災害救助法による応急的かつ時限的生活支援員の業務は、福祉

相談、入居者把握、安否確認、緊急対応等の見守り活動であり、その後は災害復興住宅へ、そして今で

は超・高齢化社会に向けた市内全域の見守り活動となり、在宅福祉サービスの重要な柱のひとつである。 

そこで本研究では、震災当時の地域型仮設住宅生活支援員業務マニュアル（1996 年）と現在の生活援

助員業務マニュアルの比較から、現在どのように業務が継承されているのかを調査考察し、今後の

地域における高齢者のあんしんできる生活の在り方について言及する。 

 

1.2 研究対象・方法 

1.2.1 調査方法 
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 生活援助員の業務や活動内容を把握するため、文献調査、及び現在活動中の生活援助員と派遣受託す

る介護特別養護老人ホームの施設長から聴き取りを行った。 

1.2.2 調査内容 

 文献：書籍 神戸市保健福祉局生活支援部くらし支援課備付けの「神戸市シルバーハウジング生活援

助員業務マニュアル（付属資料・様式一覧も含む）」 財団法人こうべ市民福祉振興協会作成の「地域

型仮設住宅生活支援員業務マニュアル（平成 8年 4 月版）」 厚生労働省ホームページ 国土交通省ホ

ームページ 神戸市ホームページ 神戸市社会福祉協議会ホームページ 兵庫県社会福祉協議会ホー

ムページ等 

 

2. 調査結果 

2.1 神戸市における生活援助員制度の経緯 

2.1.1 シルバーハウジングライフサポートアドバイザー  

 1989 年に高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)1が制定され、神戸市ではシルバーハウジ

ング第１号となる高齢者向けケア付市営住宅「シルバーハイツ菊水住宅」にライフサポートアドバイザ

ー(LSA)が派遣された。 

1987 年、厚生省社会局の福祉施策と建設省住宅局の住宅施策の密接な相互連携のもとに、高齢者の生

活特性に配慮した住宅を供給するとともに、在宅福祉サ－ビスが適切に受けられるよう配慮された住宅

供給を推進し、高齢者の居住の安定を図ることを目的としたシルバーハウジング・プロジェクトが行わ

れた。当該シルバーハウジングでは、住宅の供給主体を地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地

方住宅供給公社としている。入居対象者は 

①日常生活上自立生活可能な高齢者単身世帯（60歳以上）又は高齢者夫婦世帯（夫婦いずれか一方が

60 歳以上であれば対象となる）等。  

②日常生活上自立生活可能な障害者単身世帯又は障害者とその配偶者からなる世帯等（事業主体の長

が住宅需要を鑑み特に必要と認める場合）。 

のいずれかであった。住宅設備等は、高齢者の生活特性に配慮した設備・仕様となっている。ライフサ

ポ－トアドバイザー(常駐型)は、福祉サービスとしてシルバーハウジングの入居者に対し、必要に応じ

て生活指導・相談、安否の確認、一時的な家事援助・緊急時対応等のサービスを実施し、当該市町村の

福祉施策との連携を適切に行うとしている。 

 

2.1.2 高齢者障がい者向地域型仮設住宅生活支援員 

 1995 年 1 月 17 日に発生した阪神淡路・大震災は兵庫県南部の大規模地震災害で、人的被害は高齢者・

低所得者に集中した。全死亡者の 52.5 パーセントが 60歳以上の高齢者であった。建物被害は住宅約

52 万棟で、地震発生の３日目から神戸市内には仮設住宅の建設が始まり、48 万 6300 戸が供給された。

さらに神戸市街地域の公園に 21 か所に建設されたのが約 1500 戸の高齢者障がい者向地域型仮設住宅

で、避難所等での生活が困難とみとめられる高齢者・障がい者並びにその家族に対し、自らの住宅が

確保できるまでの間、被災者用住宅を暫定的に貸すものであった。約 50 戸に一室の割合で相談室が設

置され、市内 11 か所の福祉施設から介護系職員 27名が配置された。配置された専任職員は生活支援

員(LSA)といい、入居者からは福祉相談員と呼ばれていた(生活支援員派遣事業)。運営は、事業実施主

体の神戸市から委託された財団法人こうべ市民福祉振興協会であった。さらに受託した老人福祉施設

及び身体障がい者更生援護施設等から生活支援員が派遣された2。入居対象者は、身体的・精神的に虚
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弱な状態にある等の理由により、避難所等での生活が困難と認められる高齢者、障がい者等及びその

家族(単身世帯可)となる。ただし、①高齢者は、65 歳以上。 ②身体障がい者は、身体障がい者：１・

２・３・４級所持者、知的障がい者：療育手帳所持者 精神障がい者：障害年金１・２級受給者並び

に「障害の状況に関する証明書」の交付者。③前記①②に準じる者、慢性疾患等健康上の理由で避難

所生活が困難な者である3。高齢者障がい者向地域型仮設住宅は、風呂・トイレ・台所・洗面所（1階

共用分は車いす対応）が共用の 2 階建てである。さらに高齢者障がい者向の仮設住宅であることから、

手すりの設置や段差解消などのバリアフリー化がなされ、各室に緊急呼出しブザーと火災報知器が設

置されていた。生活支援員の業務は、入所者の状況把握、生活相談(福祉施策及び保健施策に関する相

談)、一時的な家事・介護サービスを含む日常生活での必要な支援であるが、地域型仮設住宅の施設管

理は除外される。また、関係機関への連絡、安否確認と緊急対応も含まれる。担当窓区口は神戸市保

健福祉局在宅福祉課である。                                                                                           

なお、一般の応急仮設住宅向けに 8月から仮設住宅住民相互による活動を目的に、仮設住宅入居者

から選出された「ふれあい推進員」(50 戸に 1 名、計 364 名 担当 神戸市保健福祉局地域福祉課)が選

出され、1996 年（H8）1月に入居者の安否確認を目的に「応急仮設住宅巡回相談員」が市内 45名で 1998

年まで活動を展開した。神戸市生活再建本部は、8月に生活支援アドバイザーを市内に 47名配置（1997

年 10 月に 97 名）し、恒久住宅確保に係る情報提供や相談・支援、生活支援のための情報提供や関係機

関との連絡調整などを担うものとした。生活支援アドバイザーは、恒久住宅の確保支援、入居者ニーズ

の掘り起こし、要援護者のケア、仮設住宅の適正管理などの役割を果たした4。 

 

2.1.3 シルバーハウジング生活援助員 

1997 年災害復興住宅であるシルバーハウジングに「生活援助員（LSA）」が 50世帯に１名配置された5。

入居者は60歳以上の単身世帯、夫婦のみの高齢者世帯(夫婦のいずれか一方が 60歳以上であれば対象)、

又は 60 歳以上の高齢者のみから成る世帯で、次のいずれかに該当する者が対象となる。 

①自炊が可能な程度の健康状態であるが、身体機能の低下等が認められる、又は高齢等のため、独立

して生活するには不安があると認められる者。②住宅困窮が高く、家族による援助が困難な者。 

生活援助員の行う業務は、①生活相談6②安否確認(お元気確認)③コミュティづくりに役立つ支援④一

時的な家事援助⑤緊急時に対応⑥関係機関との連携⑦その他日常生活に必要な支援である。住宅は、神

戸市営住宅が 26 団地（1437 戸）、兵庫県営住宅は 13 団地（441 戸）、住戸数は 2.378 戸であった。住宅

設備は、①バリアフリー設計(段差解消、手すりの設置、大型浴槽、レバーハンドル等)、②緊急通報シ

ステムの設置(リズムオンシステム・ナースコール)である。 

生活援助員の要件（資質）は、①心身ともに健全で

ある、②老人福祉に関し理解と熱意を有することと③

老人の生活指導・相談、家事、緊急時の対応等を適切

に実施する能力を有することとしている7。 

 

 

 

図 1 シルバーハウジングの LSA が担う生活支援サービス図      

一般財団法人高齢者住宅財団ホームページ http://www.koujuuzai.or.jp/useful_info/lsa/ 
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2.2 復興住宅の高齢者入居者に対する見守り活動 

1997 年 5月、応急仮設住宅から転出した恒久住宅である復興公営住宅等の概ね 65 歳以上の高齢単身

者と若年障がい者を対象に、地域での見守り活動として、社会福祉施設職員が「高齢世帯支援員」とな

り巡回訪問活動を行った。2年間の時限ではあるが、生活相談、安否確認、緊急時の対応が業務であっ

た。また復興住宅での新たなコミュティ再生として、具体的には自治会の設立などの側面的な支援も行

っている。担当地区の要対象世帯の 100 世帯に 1名、翌年は 50世帯に１名の割合で増員され、神戸市

保健福祉局地域在宅課が主担当であった。同年 9月から神戸市内の各区の社会福祉社協議会から「地域

福祉コーディネーター」が配置され、復興住宅の情報を把握しコミュニティの再生を目標に、様々な支

援員や地元団体の協力を得ながら、あらたなコミュニティづくりを支援する活動を展開した。また、同

年 10月からは転居後の不慣れな生活環境のもとで生活する被災者の健康相談に応じることを目的に、

各区保健部の看護師等資格を有する「健康アドバイザー」が戸別訪問活動を行った。 

入居後も見守り活動の充実を図るため、以前からの民生委員・児童委員や保護司、友愛訪問グループ

による見守り活動が強化され、健康面では保健師婦による全戸訪問の巡回健康相談が行われ、仮設住宅

で保健指導を受けていた人や新たに対象として把握された人を含めて、必要な人に継続的な訪問指導が

行われた。また、見守りネットワークの推進を目的に、各区レベルで「地域見守り推進会議（サポータ

ー会議）」が開催され、所轄の消防署、警察署ら関係者間で役割分担や情報の共有化、支援活動の調整

が行われた。さらに住宅・団地単位でも、その入居者支援に携わる関係者による連絡会が随時開催され、

生活支援に関する情報交換が行われた。 

従来の介護サービスが、老人福祉制度を根拠とした措置制度であったものから介護保険制度となった

2000 年、震災後の仮設住宅や復興住宅での単身中高齢者の孤独死問題が取り沙汰され、これらの住宅の

みならず市内全域の身近な生活問題となったため、各区社会福祉協議会から「見守りサポーター」が派

遣され、さらなる見守り活動が開始された。 

 

2.3 見守り推進委員 

2001 年、中学校区ごと市内 77か所の在宅介護支援センター（神戸市内での名称は、あんしんすこや

かセンター）に、「見守り推進委員」が配置され、地域住民による見守り活動への支援が開始された。

業務は、①担当地域の見守り活動の支援②見守り希望者や近隣住民等からの相談や通報対応③ICT 等を

活用した見守り対応④地域住民による見守りが手薄な地域への暫定的な訪問活動⑤高齢者生活情報等

の提供⑥地域見守り体制への移行⑦介護予防の推進である。当該支援センターの職員配置規定として社

会福祉士、主任介護支援専門、保健師又は看護師に、あらたに見守り推進員が追加され、見守り推進員

にも社会福祉士、介護支援専門員、保健師、精神保健福祉士の有資格者若しくはホームヘルパー2級以

上資格で１年以上の実務経験者であることとの資格要件も定められた。 

2004 年からは住民相互の見守り活動が必要な地域、特に災害復興住宅等の地域を対象に、地域住民や

ボランティアグループへの支援としたコミュニティサポート育成支援事業が開始され、見守り推進員が

活動の中心となった。 

 

2.4 見守り推進員（SCS） 

2005 年の介護保険改定に伴い、市内のあんしんすこやかセンター(在宅介護支援センター)は地域包括

支援センターとして統廃合され、災害復興住宅への訪問・安否確認を行っていた「見守りサポーター」
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も「見守り推進員（SCS）8」へと統廃合された。 

同年神戸市内のシルバーハウジングは、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の対象住宅の対

象住宅ともなり、見守り推進員とは別事業として LSA が専従で引き続き活動している。 

 

2.5 地域支え合い推進員 

2015 年 4月に 2014 年の医療・介護総合推進法（「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進す

るための関係法律の整備に関する法律」2014 年 H26 年 6月 18 日成立）が策定された。同法は介護保険

法の地域包括ケアシステムの構築を目的として、「見守り推進員」を新たに「地域支え合い推進員」と

して恒久的な施策として位置づけが行われた。神戸市では、高齢者の見守り活動をサポートとひとりぐ

らしの高齢者を地域で支えるコミュニティづくりへのサポートを目的とした「地域支え合い活動推進事

業」が開始された。 

 

3. 地域型仮設住宅生活支援員とシルバーハウジング生活援助員の業務 

1995 年 4月神戸市中央区東川崎公園に高齢者障がい者向地域型仮設住宅が建設され、生活支援員

（LSA）の派遣が開始されたが、パイロット的な生活支援員の活動であったため、業務マニュアル

は 1995 年 10 月作成開始まで手探りで業務が行われていた。 

 

3.1 地域型仮設住宅生活支援員業務マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 生活支援員の業務と関係機関との関係 

図 3 地域型仮設住宅生活支援員業務マニュアル（抜粋）1996 年

４月版 
図 4 地域型仮設住宅の新たね LSA の分野 
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3.2 シルバーハウジング生活援助員業務マニュアル 

  

 

 

 

 

 

 

4. 生活援助員業務マニュアルの考察 

 ここでは、現在使用されている神戸市シルバーハウジング生活援助員業務マニュアル（2011年4月版、

以下「シルバーマニュアル」という。)と、地域型仮設住宅生活支援員業務マニュアル（1996 年版抜粋、

以下「仮設マニュアル」という。)を比較する。現在のシルバーマニュアルは、業務マニュアル分 36ペ

ージと資料・様式一覧121ページで仮設マニュアルの 14ページと比べ 110倍以上のボリュームがある。

資料・様式分は加除式で改訂され、見直し時への即応ができる。 

1995 年 4月阪神淡路・大震災の被災者を対象とした高齢者障がい者向地域型仮設住宅の入居申 

込みを神戸市災害対策本部民生部が行った。入居者資格の要件は、入居申込用紙には記載されていたが

高齢者障がい者向地域型仮設住宅の福祉相談室備付けの業務マニュアルには入居要件の記載はなく、

図 5 生活援助員業務マニュアルと参考資料 
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参考程度に当該申込み用紙が置かれていた。災害復興住宅でもあるシルバーハウジングは、市営・県営

の公営賃貸住宅であるが、ペット飼育可能住宅やコレクティブハウジング(被災地型)等のこれまでにな

い特徴的な住宅環境と入居者が要支援者であると理解する必要があるため「第 2章シルバーハウジング

と入居申込み資格」には、入居者の要件が明確に記載されている。シルバーマニュアルで追加された「第

3章生活援助員の立場 8.施設の指示」の内容では、社会福祉法人施設から派遣された生活援助員が疎

外感や孤独感を抱くことも多く、施設側も生活援助員へのバックアップを行うべきとの意図が感じ取れ

る。「第 8章生活相談 31.対応困難な生活課題等の事例」ついて(1)訪問販売・悪徳商法・クーリング

オフ(別資料 14参照)、(2)精神的な病気①統合失調症②躁うつ病③認知症④アルコール依存症、(3)感

染症①結核②肝炎③MRSA④疥癬の用語が挙げられ、医学知識の充実が図られている。単身高齢者に被害

の多い詐欺、悪徳商法・合法的詐欺等の消費者被害、病気に関連した詳細な対応手順も含め記述されて

いる。「第 10章コミュニティづくりに役立つ援助 36．近隣の支え合い（ご近所の助け合い）」、仮設マ

ニュアルでの「第２章 8．近隣関係づくりへの支援」では、主に入居者相互の扶助を図ることができ

るよう側面的援助を求めている。「37．生活援助員の役割」では、入居者相互のつながりを求めるだけ

でなく、復興住宅周辺地域との橋渡しの役割も担うとしている。「38．関係機関の連携」では、ここで

の関係機関は公的機関との連携ではなく、ボランティアや支援団体との連携を通した地域づくりである。

「39．自治組織（自治会を含む）との関係」は、生活支援員業務においても重要な役割の一つであった。

自治会組織とその運営は入居者間の連帯意識作りには欠かせず、ふれあいセンター（仮設内の集会所）

運営の役割を入居者自身が担うことでやりがいを生むため、区役所地域福祉課等の行政機関への自治会

組織として届け出ることは、地域住民としての要望や改善の申出の際には非常に有効であっ。ただし市

内全域に比べ復興住宅では著しい高齢化率の上昇のため入居者主体の運営は困難であり、生活援助員に

とっても側面援助の負担には限界がある。「40．コミュニティサポートグループ育成支援事業」は、平

成 16年から住民相互の見守り活動によるコミュティづくりの支援を目的とした当該グループ育成支援

の事業で、1996 年 8月の仮設住宅ふれあいセンターで行われていたセンター運営が該当する。「第 12 章

緊急時の対応」では、仮設マニュアルの４項目１ページから8項目５ページへの多くの項目追加により、

詳細で具体的な対応手順が記載されている。緊急事態の発生時は、複数名での対応と解決が原則である

が、マニュアル化された想定内容を事前に検討しておくことで、迅速な対応が可能になってくる。「42．

安全の確保（緊急通報システム・生活リズムセンサーの時間延長を含む。）」「45．入居者同士のトラブ

ル等への対応」では、地域型仮設での入居者間の苦情やトラブルでも警察事案が多々発生し、特に女性

が多い生活支援員の悩み事でもあった。「資料 14 悪質商法の被害にあわないために（クーリングオ

フ）」では、シルバーマニュアル「31.対応困難な生活課題等の事例について（1）」との関係で、神

戸市生活文化課消費者生活課から発行された「悪質商法の被害にあわないために」のパンフレット

が編冊され、毎年 12,000 件余り生活相談を受けている神戸市生活消費者センターの案内も記載さ

れている。悪質な訪問販売は、生活支援員の退勤後、休日で不在な時間帯を狙って行われることが

多く、週明けに生活支援員が勤務に就くと入居者が被害に遭っていた、あるいは苦情相談を受ける

ことが多い。被害に遭わなかった入居者でも強引な勧誘が原因で部屋から出ない、また呼び鈴にも

反応せず外部との接触を極端に嫌がる者が多く、生活支援員が抱える大きな課題の一つでもある。

「資料 15 権利擁護事業等について」は、シルバーマニュアル「31.対応困難な生活課題等の事例

について（2）」との関係で、神戸市社会福祉協議会が行う「福祉サービス利用援助事業（日常生活自

立支援事業）」の案内、「成年後見制度」にかかる神戸市成年後見支援センターのパンフレットも紹介さ

れている。 福祉サービス利用援助事業では、生活支援員の相談業務では、依頼者の判断能力が十分で
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はないことから契約・解約事項や預金通帳等の管理、入出金の代行、光熱水費や各種利用料等の支払が

よく依頼されるが、神戸市社会福祉協議会の専門員が援助活動を行うとしている。「資料 20 個人情報

の盗難、紛失等事故発生時の対応の流れについて」は、情報漏えいに対応するものであり、チャート式

の説明文により関係機関や組織が一団となり取り組むことが明記されている。 

  

5. 生活援助員の援助技術 

 生活支援員は、震災をきっかけとして、超高齢化社会を向かえた際に起こりうる身近な生活問題に直

面し、手探りで対応していたといっても過言ではない。生活支援員の業務を援助技術からまとめるなら、

個別援助技術活動は、保健・医療・福祉のコーディネート的役割である。集団援助技術活動は、ふれあ

い活動、仲間作りで、地域援助技術活動は、地域の自治会・老人会・婦人会・児童民生委員・ボランテ

ィア等との協働により地域との関わりを導入と調整で、福祉相談室の相談員バッチをつけての業務活動

からはソーシャルワーカーといえよう。 

家事･介護援助技術活動は、一時的な家事援助で派遣元からは中堅以上の女性介護職が生活支援員で

あることから、時には身体介護場面でもとくに抵抗もなく行えていた。現在、介護・要支援サービスは

介護保険で、例えば訪問介護員を利用することができる。 

身上監護的活動では、福祉サービス利用を入居者や親族が申請する必要があり、申請代行等も側面 

的に行われていた。 

 震災以前は、高齢者・障がい者などの社会的支援を必要とする人達は近隣住民による支えと在宅福祉

サービスを受けていた。応急的な仮設住宅での集団生活では安否確認等の不安を解消することができた

が、生活基盤としての地域住民からのゆるやかな見守り、支援や相互扶助がほぼ崩壊した状況であり、

必要な情報や支援を得るため関係機関等とのコーディネートが地域型仮設住宅の生活支援員の役割で

あった。 

 従来の老人福祉施設は、ようやく社会福祉施設は地域の大切な社会資源であり施設の社会化に向けた

在宅福祉サービス施策が展開されかけていたが、あくまでも施設職員の活動拠点は施設である。しかし

高齢社会型の震災では、活動のフィールドを地域や高齢者住宅に向けおこなうといういままでにない在

宅福祉サービスの展開であった。 

 生活支援員の業務では、社会的に孤立した入居者に襲いかかる孤独、疎外感あるいは孤独死への不安

を未然に防ぐための安否確認(現在のお元気確認)を軸に、身体能力・健康状態の低下や寂しさ、無気力

などの精神面、一人住まいや環境への不適応などによる閉じこもりを解消するため、茶話会や裁縫クラ

ブなどの集団援助技術が行われている。さらに自治会結成は、入居者相互の連帯意識が高まり、入居者

間の距離も縮めることができることから、支援員達は積極的に取り組んできた実績がある。行政サービ

スへの要望をおこなうにしても、公的な承認を受けた自治会組織であれば入居者個々で行うよりも訴求

力や効果もあり、地元自治会と連携すればさらなる効果が得られていた。 

 地域型仮設住宅が震災被害地内に多く建設されたことから、地域での被災者も多く、地元自治会の存

続運営が困難な例も少なくなく、相互にコミュニティ作りへの意識も連帯化されていた。時として仮設

住宅への被災者支援に駆けつけるボランティア団体の活動の場として、仮設住宅敷地内に併設されたふ

れあいセンターが地元自治会と仮設住宅自治会とが共有の社会資源の場として機能することも多く、生

活支援員は連絡調節役だけでなく、仮設入居者と地元住民らの要望やニーズを的確かつ正確に支援団体

へ伝える役割も担っていた。このようにコミニュティケアワーカーとしての生活支援員は、コーディネ

ート業務を重ねるごとにスキルも向上し、各種ボランティア団体の役割や活動の目標を明確化させて継
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続的な活動を可能としていたことが特筆される。 

 

6. 今後の課題と展望 

 シルバーハウジングの入居者の多くは、そこを終の棲家として入居している。震災後 20 数年を経て

入居者の高齢化率は一般復興住宅も含め 40パーセント以上となり、加齢とともに無防備な高齢者の権

利擁護は大きな生活課題となっている。地域型仮設住宅では、管理人ではないが不正入居等への対応と

入居後の生活の状況把握の業務として、訪問販売や悪徳商法を未然に防ぐことも多かった。いまでもシ

ルバーハウジングでは、生活援助員の終業時間後を狙って不要な訪問者が後を絶たない状況であり、110

番通報する事案も多発し、認知症、加齢に伴う判断能力の低下から、今後ますます財産・身上監護を要

するケースも増加するであろう。公営シルバーハウジングの入居者は一定の所得以下世帯であることか

ら、日常生活自立支援事業9の利用となり、同様に認知症問題も平成 21 年 11 月から「こうべ認知症生活

相談センター」でも対応している。情報弱者でもあるため、対処法的な介護では生活面全般での安心し

た生活を営むにはまだまだ課題は山住で

ある。そのため、生活援助員だけの研修

を基礎にしながら、図６の「地域包括ケ

アシステムのイメージ」にある「住まい」

「医療」「介護」「生活支援・介護予防」

に関する現場レベルの専門職らが「ケア

会議」で情報交換行い、最低限度担当者

との面識を深めておくことが必要である。

あらゆる場面を想定した事例検討は、そ

れぞれの専門的知識を有効に共有できる

絶好の機会となりうる。幸いにも地域包

括ケアシステムの構想と整備のなか、生

活援助員の所属が地域包括支援センター

になれば、関連専門職と協働する機会も

増し、活動する際にも心強いものとなるであろう。 

   

7. おわりに 

 少子高齢化に経済成長の低迷が重なり、介護保険財政の破綻防止から、次第に保険料・自己負担料の

引上げが行われている。施設サービスとしての老人福祉施設と介護職員の不足は、必然的に居宅（在宅）

福祉サービスへの移行を余儀なくし、介護費用の自己負担増や人手としての家族への負担増にもつなが

り、家族の介護離職という更なる問題も浮上している。介護が必要になった高齢者を社会全体で支える

ことを目標に介護保険制度が制定されが、2020年頃に総世帯数は5.307万世帯とピークを迎えながらも、

65 歳以上の一般世帯数の割合は、2010 年の 32.1 パーセントから 2035 年には 45.1 パーセントへと上昇

し、世帯の高齢化、ひとり暮らし世帯の増加が一層進むとされている10。 

 公的な地域包括ケアシステムが構築されても、ひとり暮らし世帯には家族の支えすらなく、周辺ある

いは地域住民相互での連携を密にするほか選択の余地がない。そこでコミュニティ再構築に向け、これ

まで生活援助員が培ったコミュニティワーク活動の技術や経験を地域全体へと広がることに期待した

い。 

図 6 地域包括ケアシステム 厚生労働省ホームページ 
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註記 
1 デイサービス（通所介護）、ショートステイ（短期入所生活介護）が制度化されるなど、在宅福祉に力

が入れられるようになったが、在宅介護の充実にとって大きな節目となったのが 1989（平成元）年に策

定された｢高齢者保健福祉推進十カ年戦略（ゴールドプラン）｣である。 
2地域型仮設住宅生活支援員業務マニュアル第1～10章  平成8年4月1日改訂 (抜粋) (財)こうべ

市民福祉振興協会。 
3地域型仮設住宅は、同年 2月 23 日に地域型仮設住宅の整備を発表され、4月 27日中央区東川崎公園で

開始し市内全域での本格入居は同年６月から 
4 2015 年 1月 26 日 「被災状況及び復興への取り組み状況」 第 5 章 生活再建 P188 神戸市。 
5平成2年8月27日 老福第168号 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業の実施について(厚生省通知)

では、30戸に 1名配置。 
6神戸市の生活援助員の業務①には生活指導は含まれない。 

7平成2年8月27日 老福第168号 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業の実施について(厚生省通知)。 
8高齢者世帯生活援助員（Senior Citizen Supporter）は、本来シルバーハウジングのない災害復興公営

住宅等の高齢者を巡回して見守りを行う。 
9神戸市での実施機関は、神戸市社会福祉協議会で日常生活自立支援事業を福祉サービス利用援助事業と

呼んでいる。援助者は専門員、生活支援員。 
10国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」2013（平成 25）年 1月 
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